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西海市在宅高齢者等介護用品支給事業実施規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、西海市介護保険条例（平成18年西海市条例第109号）第

４条第２項の規定に基づき、保健福祉事業として行う介護用品の支給に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象用品） 

第２条 支給の対象となる介護用品は、次のとおりとする。 

(１) 紙おむつ 

(２) 尿取りパッド 

(３) 使い捨て手袋 

(４) 清拭剤 

(５) ドライシャンプー 

(６) おしりふき 

(７) ポータブルトイレ用消臭剤 

(８) その他の介護に必要であって、市長が認める消耗品 

（支給対象者） 

第３条 介護用品の支給対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者を現に介

護している家族又は本人とする。 

(１) 本市の介護保険の被保険者で、保険料の未納がない者 

(２) 介護保険法（平成９年法律第123号）第19条第１項に規定する要介護

認定において要介護４又は要介護５に該当する者 

(３) 市民税非課税世帯（４月又は５月の申請については、前年度の市民税

非課税世帯とする。）に属する者 

(４) 本市に住所を有し、本市内で在宅生活をしている者。ただし、介護等

の供与をする事業を行う施設に入居、又は入所している場合を除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、月の在宅日数が半月未満の月は、介護用品の支

給が受けられないものとし、半月未満となる在宅日数の判定基準は、別表に

掲げるとおりとする。 

（支給の申請） 
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第４条 支給を受けようとする者は、在宅高齢者等介護用品支給事業利用申請

書（様式第１号）に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

（決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査

し、支給の適否を決定し、その旨を在宅高齢者等介護用品支給事業支給決定

通知書（様式第２号）又は在宅高齢者等介護用品支給事業支給却下通知書

（様式第３号）により申請者に対し通知するものとする。 

（支給限度額） 

第６条 支給する介護用品の金額は、月額１人あたり6,250円を限度とする。

離島地区は別途送料を加算するものとする。 

（介護用品の支給方法） 

第７条 市長は、在宅高齢者等介護用品納品依頼書（様式第４号。以下「依頼

書」という。）により、指定業者に介護用品の納品を依頼するものとする。 

２ 支給決定を受けた支給対象者（以下「支給決定者」という。）は、指定業

者から介護用品を受け取るものとする。 

（費用の請求） 

第８条 依頼書により介護用品を納品した指定業者が、当該費用を請求しよう

とするときは、在宅高齢者等介護用品支給請求書兼受領書（様式第５号）に

より市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとする。 

（届出） 

第９条 支給決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅高齢者等

介護用品支給決定変更・廃止届（様式第６号）により、市長に速やかに届け

出なければならない。 

(１) 第３条第１項各号に該当しなくなったとき。 

(２) 死亡したとき。 

(３) 氏名又は住所を変更したとき。 

(４) その他介護用品の支給を受ける必要がなくなったとき。 

２ 第５条の規定は、前項第３号の事由による変更の届出があったときについ
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て準用する。 

（資格の喪失） 

第10条 市長は、前条の届出又は調査等により、支給決定者が第３条第１項各

号に規定する要件に該当しないと認めたときは、在宅高齢者等介護用品支給

事業支給取消・廃止通知書（様式第７号）により支給決定者に、在宅高齢者

等介護用品支給事業依頼取消・廃止通知書（様式第８号）により指定業者に、

それぞれ通知するものとする。 

（支給額の返還） 

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により支給を受けたと認められる場合

は、当該利用者に支給した介護用品に係る金額の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

（支給台帳の整備） 

第12条 市長は、支給状況を明確にするため在宅高齢者等介護用品支給台帳を

整備するものとする。 

（補則） 

第13条 この規則に定めるもののほか、西海市在宅高齢者等介護用品支給事業

の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

別表１（第３条関係） 

支給の対象とならない在宅日数 

1ヵ月の日数が28日の場合 在宅日数が13日以下 

1ヵ月の日数が29日の場合 在宅日数が14日以下 

1ヵ月の日数が30日の場合 在宅日数が14日以下 

1ヵ月の日数が31日の場合 在宅日数が15日以下 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第９条関係） 
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様式第７号（第10条関係） 
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様式第８号（第10条関係） 

 


